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法 15条 1項違反 をい う部分について

地方公共団体の議会の議員の被選挙権 を有す る 日本国民を引 き続 き 3か月以 上市

町村の区域内に住所 を有す る者 としている公職選挙法 10条 1項 5号, 9条 2項|の

規定が,憲法 15条 1項に違反す るものではない ことは,最 高裁昭和 35年 (オ )

第 579号 同年 12月 14日 大法廷判決・民集 14巻 14号 3037頁 ,最高裁平

成 11年 (行 ツ)第 7号 同年 11月 10日 大法廷判決 。民集 53巻 8号 1441

頁,最高裁平成 30年 (行 ツ)第 153号 同年 12月 19日 大法廷判決・民集 72

巻 6号 1240頁 の趣 旨に徴 して明 らかである。論 旨は採用す ることができない c

2 その余の上告理 由について

論 旨は違憲及び理 由の不備 をい うが,そ の実質は事実誤認 又は単なる法令違反 を

主張す るものであって,民訴法 312条 1項及び 2項に規定す る事 由のいずれに も

該 当 しない。

よつて,裁判官全員一致の意見で,主文の とお り判決す る。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官
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令和 3年 (行 ツ)第 61号

令和 2年 (行サ)第 8号行政上告提起事件
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上告人補助参加人は、上告人が主張する上告理由 (理 由不備)を援用するほか

下記のとお り、上告の理 由を述べる。

第 1 公職選挙法の「三簡月住所要件」は、意法上の権利で ある立候補の 自由な

いし立候補の利益を不当に侵書するものであ り違態無効
1で

ある|こ と

1  は じめに

上告 人補助参加人 に対 し、市議会議員の被選挙権の要件 として、 「選挙権

を有する」 ことを求 め (公 選法 10条 1項 5号 )、 結果 として 「引き続 き三

箇月以上市町村 の区域内に住所 を有す る者」 という住所要件 を課 して いる こ

と (公選法 9条 2項 )は、上告人補助参加人の立候補 の 自産|な いし立候補 の

利益 (憲 法 15条 1項 )を 不当に侵害す るものであ り違憲である。以下 、理

由を述べる。

2 立候補の 自由ない し立候補の利益が憲法上の権利であること

そ もそ も憲法 15条 l項 は、選挙権が基本的人権 の 1つ であることを明 ら

かにしている。

選挙 (公務員の選定)は 、本来 自由かつ公正 に行わオ
/R′

るべ きもので あ り、

これ は民主主義 の基盤 をなす選挙制度 の 目的 を達成す るためα)基 本的要請で

ある。 もし選挙 に立候補 しようとす る者がそ の立候補 について不当に制約 を

受けるよ うな ことがあれば、ひいては選挙人の 自由な意思の表明を阻害す る

こととな り、 自由かつ公正な選挙の本旨に反するこ1と となる。

かかる意味 にお いて、立候補の 自由ない し利益は、選挙権 α)自 由な行 使 と

表裏 の関係 にあ り、 自由かつ公正な選挙 を維持す る上で極めて重要である|か

ら、 これ も憲法 15条 1項 が保障す る重要 な基本的 人権 の 1つ と解 され る

(最永辞け口召禾日434羊 12月 4日 刑4業第 22,掌 1 3長11 425頁 )。

とりわけ地方議会議 員の場合、憲法 92条 にお いて地方 自治が 「住 民 自治
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」を含む地方 自治 の本 旨に基づいて行われ ることを宣言 Lノ 、 93条 2項 にお

いて地方公共団体 の長 とともに議会の議員 も住民が直接選挙 することを定 め

ていることに鑑みて も、地方議会議員選挙への立候補 の 自由ないし利益は、

地方 自治の本 旨に照 らして も重要な権利ない し利益 として十七】に保障 され る

べきものである。

3 「三箇月住所要件」の違憲審査は厳格になされ るべ きであること

1)公職選挙法 10条 1項 5号 、 9条 2項 は、市町村議会議員選挙の被選挙権 の

要件 として、 「選挙権 を有すること」を求め、結果 として 「
引き続き三 箇月

以上市町村 の区域 内 に住所 を要す る者」 という住所要 411‐ (以、下、 これ を 「三

箇月住所要件」 という。)を定めている。

そ こで、かか る 「三箇月住所要件」の憲法適合性 、すなわ ち)、 この要件 が

立候補の自由ないし利益 を不当に制約するものではないかが問題 となる。

前項で述べた憲法 の趣旨に鑑みれば、市町村議会議員選 1挙 Vへ、の立候補 の 自

由な いし利益 を制限す るためには、そのよ うな制限 をす ることがやむ を得:な

いと認め られ る事 由がなければな らない。そ して、そのような制限をす る こ

とな しには、選挙 の公正を確保 しつつ選挙権の行使、乙卜いては選挙の 目的 を

遂げ ることが事実上不能ないし著 しく困難である と認め ど)れ る)場 合でな い限

り、かかる 「やむ を得ない事 由」があるとはいえず 、 このよ うな事由な しに

立候補の 自由な い し利益 を制限することは、憲法 15条 1項 に違反す ると解

されるべきである。

すなわち、公職選挙法 に定める 「三箇月住所要件」の憲法〕産i合 性は、そ の

ような要件 を定める ことに 「やむを得ない事由」が認め を)れ るか どうか とい

う、厳格な審査基準が採用されるべきである。

最大判平成 17年 9月 14日 (民 集第 59巻 7号 2087買 )は 、国政1選

挙 における在外国民の選挙権 に対する制限の憲法審査基準 につき、同旨の判
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断を示 している。

(2)こ れに対 し、東京高判令和元年 12月 19日 (1ィ L1/DB判 例秘書搭載。

資料 1)は 、東京特別 区の区議会議員 に関 し、住 所要!得1の 違憲審査 基準 は

「 (選 挙権 の住所要件 と)同 様 に、地方公共団体議決機関である議会 の議員

につ いて も、一定期 間の当該区域への居住 という地方公共団体 との緊密な関

係 を重視 して住所要件 を設け、被選挙権 の範囲を定 める ことも合理性 を有す

るものである というべきである。」 と、特段 の理 由を示 さず して合理性 の基

準 を採用 した上で、第 1審 原告に生 じた区議会議員 になることへの制約は国

会の裁量権 の限界 を超 えるもの とはいえな tr、 として、 「三箇 月住所要件」 を

定め る公選法 の規定 は憲法第 15条 1項 に違反す るもの 2二 はいえない、 と結

論づけた。

しか しなが ら、東京高裁判決がかように国会の広 い立法裁量を前提と して合

理性 の基準 を採用 したのは、平成 17年大法廷判決が指摘す る選挙権 、そ し

て これ と表裏一体 の関係 にある立候補 の自由ない し利益 の重要性を看過す る

ものであ り、容認できない。

4 「三箇月住所要件」には、やむを得ない事由があるとはいえないこと

(1)公職選挙法に「三箇月住所要件」が設けられた理由は、 「その団体の住民と

して選挙に参与するためには、少なくとも一定期間をそこに住み、地縁的関

係も深く、かつ、ある程度団体内の事情にも通 じていることが必要であると

考えられたからであろう」が、 「この住所期間は、従前のように二年あるい

は一年という比較的長期間であればともかく、全 国のように生三整 旦 といユ こ

とになると、実質的意味は少なくなり、現実的には選岩翌望 L鰹整 量 のた重との

住所要件たる三箇月という期間と一致させて取 り扱い塗便を上二進 塑 たも重≧と

見るべきであろう」とされており (逐条解説公職選挙法 (上 )75～ 76頁。

資料 2。 下線は上告人代理人ら)、 かかる理由は前記の令和元年東京高裁判
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決の理由中にも引用 されている。

要するに、公職選挙法 における 「三箇月住所要件」は、そ の地域 の住民 に

選挙権 を行使 させ るに際 しての、行政実務 上の現実的かつ技術的な要講 ヤこ基

づ くものに過 ぎないのであって、被選挙権 にまでかかる要請が当てはまると

は、到底想定できないのである。

実際にも、住民の選挙権行使 について、本件 のように 「三箇 月住所要1件 」

を実質的に満た しているか否が問題になった裁判例は見 当た と)な い。

(2)ま た、公職選挙法では、市町村議会議員の被選挙権 には 「三箇月任所要件」

を定 めておきなが ら、同 じく市町村の首長の被選挙権 にはかよ うな要件 を定

めていない。

同 じ市町村 の首長 と議員に、かかる 「三箇月住所要件Jの 有無 とい う差異

を設 けた理 由は、一般 に、市町村の首長は、執行機関の長 として行政 を執行

す る人材 を広 く社会 か ら登用す る必要があるのに対 し、市町村議会 の議 員は、

地域 の代表 としてその地域の問題 を汲み上げ、対処す る ことが求め られてい

る、 と説明 されてお り、前記の令和元年東京高裁判決 も、理!FJ中 にお いてか

かる両者の差異 に触れている。

しか しなが ら、近時は市町村議会の議員 も、特定の政党政派 に属 し、その

政策 を掲げて立候補 し/当 選す る者、いわば地域代表ではな く政策型候補 とし

て当選を果たす者 も少な くないのであって、そのような 人材 を広 く社会か ら

登用する必要性は、首長 も議員も変わ らないはず である。

市町村議会議員 の選挙権 を有する住民が、当該市町村 に事‖き続 き三箇 月以

上定住 して いる者 に投票す るか、それ とも、定住 の有無 にかかわ らず特定の

政策 を提示す る者 に投票するかは、まさにそ の市町村 の住民に委ね られ るベ

きであ り、そ う解釈す ることこそが、冒頭 に述べた とお り、憲法 ]_5条 1項

の選挙権 を 十全 に保障 し、かつ、憲法 92条 、 93条 2項 の趣 旨にもか なう

ものある。
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しか も、市町村議会 の議員の担 い手は、特 に 人ヒロ過疎地 にお いて極 めて限

られ ているのが現状であ り、大 きな社会問題 になっていることは公知の事実

である。住民の生活範囲が広域化 、流動化 している下では、当該市町村 との

地縁 関係や公益的利害関係を広 く認める ことが現実 に合致 ヒ′ている)の であ っ

て、その意味 において も、市町村議会議員の被選挙権 を制限す る 「三簡
‐炉]要

件」は狭きに失するものというほかない。

(3)なお、都道府県議会議員の選挙権及び被選挙権 にも、同様の 「三箇月住所要

件」が定め られているが、平成 28年 12月 には注 目すべき法改正がな だ蛍れ

ている。

すなわち、同一都道府県内で転居 した者 も 「引き続 き三箇月以上」住所 を

要す るものである といえるため、公職選挙法 9条 4項 及び 6項 に例外 と して

示 されていたが、 さ ら,に 移転先の市町村 か ら同一都道府県内の他 の市町村 に

住所 を移 した場合 には、その適用はない もの と解釈されていた。 このため、

「住所の移転は市町村 を単位 として 1回 に限 られ 、 2回以上移転 ヒ′た場 合」

には、都道府県議会議員の選挙権及び被選挙権は認められなかった。

そ の理 由としては、①住所 を転 々とす る ことは一般的ではな い こと、②イ可

回までの移転な ら認め られるのかが明確 に決め られない こと、③選挙権 の有

無の認定が技術的 に困難であること、の 3点 が挙げ られていた (「 改正公職

選挙法の手引 平成 29年版」国政情報セ ンター・ 22頁 )c

しか しなが ら、平成 26年 5月 に総務 省内に設置された 「投票環境 の向上

方策等に関す る研究会」における議論 の中で、 これ ら 3点 とも克服 された結

果、公職選挙法 9条 3項が設け られ、同一都道府県内に住所 を有 し/続 けてい

る者 につ いては、住所移転の回数 によって区別せず、市町村 を単位 として 2

回以1上 住所 を移 した場合にも、選挙権及び被選挙権 を認めることとされたの

である。

これは、都道府県議会議員の選挙権及び被選挙権 に関す る法改正ではある
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が、次項で述べるとお り住所の 「単一説」をとるもの とすれば、現代のよ う

な多様な生活形態の存在 とその変化 によって、む しろ頻繁な転居を余儀 な く

され るとも言 えるのであって、 こうした現実への対応が、市町村議会議員の

被選挙権にも求め られているのである。

(4)以 、上述べたとお り、市町村議会議員の被選挙権:に 係る 「三饉i月 要件」には、

そのよ うな制限 をす ることな しには、選挙 の公正 を確保 ヒ/つ つ選挙権の行
t使

、

ひいては選挙 の 目的 を遂げることが事実 上不能な いし著 し/く 困難である と認

め られる 「やむを得ない事由」があるとは到底認め られない。

したがって、公選法 の 「二箇月住所要件」は、憲法上の権利である市町村

議会議員選挙 の立候補の 自由ないし利益 を不 当に制約す る ものとして、遠:憲

無効 とされ るべきである。

第 2 原判決には、「三箇月住所要件」の具備 に関す る判断におしヽて、憲法解釈

の誤 りがあること

1 「三箇月住所要件」の解釈適用において合憲限定解釈が採 られるべ きである

こと

(1)よ tン んば仮 に、市町村議会議員の被選挙権 に係 る 「三箇月住所要件」そのも

のが違憲無効 とまではいえないとして も、かか る要件が憲法上保障 され る立

候補の自由ないし利益を制約するものであることは疑いのないことである。

そ こで、立候補 の 自由ないし利益 を最大限に保障す る,こ、とが憲法上の要言青

であることを踏 まえれば 、公職選挙法 に定める 「三箇 月住所要件」 の解釈 に

お いては、形式的・機械的なあてはめをす るのみで被選挙権 の有無 を判断す

ることは許 されないのであって、かかる 「三箇 月住所要件」の意味内容 を限

定解釈 して違憲 とな る可能性 を排除す る ことによって、法令 の効 i力 を救済す

るという、合憲限定解釈がとられるべきである。

(2)具体的に言えば、 この 「住所」すなわち生活の本拠 (民 法 22条 )に ついて、
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1か 所 に限定 され るべき (単 一説)か複数か所 に認め られ るべき (複 数説 )

かは見解の対立が あるところ、判例は 「選挙権 の要件 とし/て の住所は、その

人の生活 にもつ とも関係の深 い一般的生活、全生活 の中心 を t)つ てその者 の

住所 と解すべ く、私 生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等

を分離 して判断すべ きものではない」 (最判昭和 35年 3月 22国 民集第 1

4巻 4号 551頁 )と して単一説を採っている。

単一説の最大の理 由は、選挙権 における二重投票 の防止であ

及す る判例 (最 判昭和 23年 12月 18国 民集第 2巻 14号 4 ９
０

り

　

７

これ に言

頁 )も あ

るが、今 日にお いては、二重投票の防止は住民基本台帳ネ ッ トワー クシステ

ム構築をは じめ とす る技術革新 によって容易に防止する ことができるか ら、

憲法上の権利である選挙権及び被選挙権 を制限す る根拠 としては乏 しいもの

と言わざるを得ない。

実際のところ、前述 の とお り、都道府県議会議 員の被選挙権:に つき、同一

都道府県内での住所移転 を 1回 に限定す るもの と解釈 されて いたところ、住

民基本台帳ネ ッ トワー クシステムの構築 によ り技術的困難 さが克服 され た こ

と等 を理 由として、平成 28年 12月 の公職選挙法改正:に よ り 9条 3項が設

け られ、同一都道府県内で 2回以上住所 を移 した場 合にも、選挙権及び被選

挙権 を認めることとされたのである。

(3)そ もそも現代社会では、昭和の時代 と比べて もメ、・物・情報の移動が 自由か

つ迅速になってお り、衣食住 に関する価値観や生活 スタイル、家族観 も変化

して いるか ら、 「住所 」のあ り方 も多様なものが考 え を)れ る。例えば 、仕事

や家庭の事情 によ り家 族が一緒に転居で きず、離れ離れ に生活 しなけれは
｀
な

らない場合 もある。その場合、家族の誰かが単身赴任 しなが ら他の家族 のも

とへ頻繁 に行 き来 し、複数個所で生活す ることを余儀な くさね ることもしば

しば見られるところである。

こうした場合、単一説に依 って 「三箇 月住所要件」 を形式的、機械的 に適
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用すれば、そ ういう者 には生活の本拠が認め られな いと tン てヽ憲法上保障 さ

れるべき選挙権や被選挙権が行使できな いという不 当な権利侵害が発生 し′て

しまう。

したがって、 「三箇 月住所要件」の具備 につ いての判断 においては、単 一

説に依って形式的、機械 的に適用すべきではな く、複数 の住居を行 き来 して

いるような場合で も、生活の本拠が どこにあるかの検討 において、本 人や家

族のおかれた事情 を総合的に考慮す ることによって柔軟 に解釈する ことによ

り、できるだけ選挙権や被選挙権 を保障す る、 という合憲限定解釈 の手法が

採 られるべきである。

(4)下級審裁判例 にお いて も、実質的にこのような手法を採 るものがみ られる。

た とえば 、名古 屋 高金沢支判平成 27年 12月 21日 (高 等裁判所判 例集

:文献番号 25541930。 資料 3)は 、本件 と同様 、当選人が 「三箇 月

住所要件Jを 具備 して いなかったため被選挙権 を欠 いて いるかどうかが争点

とな った事案 につき、水道光熱費については生活 スタイ ルや生活環境、節約

意識等 によって相 当に金額が異なる上、冬期間 にお ける水道光熱費の多 くを

占める暖房費は気温等 に大きく左右 され ること、冷蔵庫がな くとも生活が可

能である こと、ガス機器や浴槽、洗濯機 あるいは駐車場がな くても近隣で代

替で きる手段が あった こと等 々、当選人の生活 スタイルや家庭:環境 に着 目し、

ライフライ ンの利用状況等特定の指標 のみを重視す る ことな く、当選 人のお

かれた事情 を総合的 に考慮 した結果、生活 の本拠が元 の住所地にあ った とは

いえなぃとした上で、生活の本拠を 1か 所に限定 しないまま、当選人が 「三

箇月住所要件」を具備しているものと判示し′た。

また、名古屋高金沢判平成 28年 3月 23日 (高 等裁判所判例集 :文 献番

号 25542715。 資料4)も 、これと同様の事案につき、当選人は独身

者であり自炊では簡単なものしか作らず外食が多かったから冷蔵庫が絶対に

必要であるとはいえず、新聞を購読していなかったり郵便物が極めて少なか
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った り、あるいは地元の金融機関で預貯金 田座 を開設 して いなかった りした

ことも、それ によって生活 には支障がないか ら、 これ らの事情 によって生活

の本拠が現住所地 にあったとの認定には影響 しない、と判示 した。

これ らの裁判例は、実質的には複数説 を採るもの とい う指摘 も月″られ るが、

む しろ、前述 した立候補 の 自由ない し利益の憲法上の権利ない し利益 と t/て

の重要性 に鑑みて 「三箇 月住所要件」の解釈適用 において 合憲限定解釈 を採

ったものと解 される。

(5)な お、近年は 「憲法適合的解釈」 という考え方、すなわち、法令の規定 に

は違憲的適用部分が含まれていない (し たがって違憲 の暇滅1は 存 し/な い)が、

当該規定 には憲法上の要請 を考慮 した解釈の余地が開かねてお り、当該解釈

によって、憲法上 の要請 を考慮 しない通常の解釈 とは異なる適 用ないし帰結

が導かれる、という考え方が有力とな りつつあるぅ

いわゆる堀越事件 における最判平成 24年 12月 7日 (刑集第 66巻 12

号 1337頁 )の 調査官解説 において も、同判決は国家 公務1員 に対 して禁止

され る政治的行為 を 「公務員の職務の遂行の政治的中立性 を損な うおそれが 、

観念的な ものにとどま らず 、現実的に起 こり得 るもの として実質的 に認め ら

れ るものJを 指す としンて限定解釈 したのは、 この憲法適 合的解釈 に当た る と

している (最判解刑事篇平成 24年度 516頁 )じ

むろん、かかる解釈は、含憲限定解釈 との違 いが明 らかでな く、 これが多

用 されるよ うになれば 、本来な ら憲法判断が示 され るべ き場合 にもこれが回

避 されて しまい、ひいては違憲立法審査権の適正な行使 を通 じて憲法秩序 を

形成するという営みが停滞 して しまう、 という指摘 もな さねているが、本件

のよ うな個別事件 にお ける妥 当な解決 という観点 か らは有用な t)の で ある

(曽 我部真裕 「憲法半J断 の方法」法学教室 479号 72頁 )。

上記の 2つ の高裁判決 も、かかる解釈 とは親和的であるといえる。
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2 原判決における憲法解釈の誤 り

(1)こ れに対 し原判決は、当選 人の砂川市内の住所地 における電気、水道、ガス、

灯油の使用量が極めて少な く、深川市内の前住所地 の方が いず″tも 多 い とか、

砂川市内の住所地 には洗濯機や冷蔵庫 といった家電製品 を備え置かなか った

が深川市内の前住所地 にはあるとか、四女の区域 外通学 申請書は当選 人が深

川市 内に生活 の本拠 をお く意思の現れだ とか、あ|る いは郵便舜尋へ、の転居届は

深川市内の前住所へ の転居時 には出 したが砂川市内の住所地への再度 の転居

時 には出さなか った こと等 を列挙するだけで、砂サ|1市 内の住所地が生活 の本

拠であったとは認め られないと結論づけて しまった。

原判決においては、原審に先立つ砂川市選管や北海道選管における審理の重

点であった、当選人の砂川市内におけるライフラ インの使用量が僅少である

ことの 「特段 の事情」はほとん ど考慮 されていな い。のみな らず、当選 ノ、が

砂川市選管 による事情聴取 において述べた、元 夫か らの I)Vや 匹l女 を生の別居

等の諸事情は、 「反対尋 間を経ていない被告補助 参加メ、の供述 に基づ く」 と

いう1理 由で排斥 して しまった。

原判決が抱える数 々の問題点 については、上告受理 申立理 由書にお いて述

べるが、最大の問題 は、原判決が、立候補の自由ない し′利益 が憲法上の権

利であ り最大限 に保障 され るべきである、 ということを全 く考慮 しな いまま、

形式的、機械的な 「三箇月住所要件」の解釈、適用に終始 した ことである。

かかる原判決 には憲法 15条 1項 の解釈適用 にお いて誤 りがある こと明白

であるか ら、原判決 は取 り消 した上、原審 に差 し戻 して審理 を尽 くさせ るべ

きである。

(2)なお、原審においては、被告北海道選管 も、被告補助参加人たる当選 人も、

既 に述べたよ うな立候補 の 自由ないし利益 とそ の審査基準 に関す る主張 をし

なかった。

しか しなが ら、 これは、砂川市選管が、立候補 の 自由を最大限 に保障 しよ



うという観点 に立ち、 「三箇 月住所要件」の具備 に関す る審査 にお いては、

原判決 に見 られ るよ うな形式的、機械的な ライ フライ ン使用量の対比等 に終

始す ることな く、当選人の砂川市内の住所地 にお けるライ フライ ンの使 用量

が僅少であ り冷蔵庫 、洗濯機等の家電製品 も備 えていなかった こと等の 「特

段の事情」 を十分 に検討 した上で、当選人の生活 の本拠が砂川市内の住所地

にあ った もの と認め、北海道選管 もかか る判断 を支持 して、被上告 人か らの

審査 の申立てを棄却 したか らにほかな らない。

本件は、高等裁判所が第 1審 となる事件ではあるが、かかる経‐緯か ら、原

審 にお いて憲法上の権利が争点 にな らなかったに過 ぎな いのであ り、終審た

る最高裁判所 においては、憲法判断を回避 し、合憲限定解釈や憲法適合的解

釈 をす ることもな く、安易に上告 を棄却する ことのないよ う強 く求める もの

である。
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